
証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

（
社
債
等
登
録
法
施
行
令
の
廃
止)

第
一
条

社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

第
二
条
〜
第
六
十
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

（
社
債
等
登
録
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
証
券

市
場
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
登
録
社
債
等
（
以
下
「
既
登
録
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
旧
社
債
等
登
録
法
施
行
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令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
社
債
等
登
録
法
廃
止
時
に
登
録
が
既
に
終
了
し
て
い
る
社
債
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

証
券
市
場
整
備
法
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
債
等
登
録
法
（
昭
和

十
七
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
旧
社
債
等
登
録
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
旧
社
債
等
登
録
法
第
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
た
社
債
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
も

の
（
当
該
社
債
の
償
還
請
求
権
又
は
償
還
額
の
支
払
請
求
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
す
べ
き
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す

る
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
旧
登
録
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
旧
社
債

等
登
録
法
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
社
債
等
登
録
法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条

旧
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
旧
社
債
等
登
録
法
施
行
令
第
六
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
旧
社
債
等
登
録
法
施
行
令
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
金
融
機
関
再
建
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
再
建
整
備
法
施
行
令
第
五
条
第
四
項
の
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規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
財
政
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が
準

用
さ
れ
る
地
方
債
証
券
に
係
る
地
方
債
証
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財
政
法
施
行
令
第

三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
令
第
五
条
の
九
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

（
国
民
生
活
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が
準

用
さ
れ
る
国
民
生
活
債
券
に
係
る
国
民
生
活
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
生
活
金
融
公

庫
法
施
行
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
相
続
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
九
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
相
続
税
法
施
行
令
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書

及
び
第
七
条
の
四
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
旧
外
貨
債
処
理
法
に
よ
る
借
換
済
外
貨
債
の
証
券
の
一
部
の
有
効
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
十
一
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
旧
外
貨
債
処
理
法
に
よ
る
借
換
済
外
貨
債
の
証

券
の
一
部
の
有
効
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
五
条
並
び
に
第
七
条
第
二
項
の

規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が

準
用
さ
れ
る
農
林
漁
業
金
融
公
庫
債
券
に
係
る
農
林
漁
業
金
融
公
庫
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
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後
の
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が

準
用
さ
れ
る
中
小
企
業
債
券
に
係
る
中
小
企
業
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
金

融
公
庫
法
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
関
税
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
公
営
企
業
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が

準
用
さ
れ
る
公
営
企
業
債
券
に
係
る
公
営
企
業
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
営
企
業
金

融
公
庫
法
施
行
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
税
通
則
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
十
六
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
通
則
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
た
だ

し
書
及
び
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
八
十
条
第
二
項
、

第
三
百
三
十
八
条
第
三
項
及
び
第
三
百
三
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
二
項
の

規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
信
用
金
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
信
用
金
庫
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
四
項

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
財
形
住
宅
債
券
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
が
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準
用
さ
れ
る
財
形
住
宅
債
券
に
係
る
財
形
住
宅
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
形
住
宅

債
券
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
機
構
債
券
（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
に
規
定
す
る
機
構
債
券
を
い
う

。
）
に
係
る
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
令
第
十
六
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
、
第

六
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
全
国
連
合
会
債
の
発
行
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
二
十
三
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会

の
全
国
連
合
会
債
の
発
行
に
関
す
る
政
令
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
八
条
ノ
七
の
債
券
の
募
集
の
受
託
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
八
条
ノ
七

の
債
券
の
募
集
の
受
託
等
に
関
す
る
政
令
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
保
険
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
保
険
業
法
施
行
令
第
九
条
の
四
及
び
第

十
三
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
預
金
保
険
機
構
債
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
預
金
保
険
機
構
債
に
係
る
預
金
保
険
機
構
債
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
預

金
保
険
機
構
債
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
金
融
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
二
十
七
条

既
登
録
社
債
等
及
び
旧
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
庁
組
織
令
第

二
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
国
際
協
力
銀
行
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
国
際
協
力
銀
行
債
券
に
係
る
銀
行
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
協

力
銀
行
法
施
行
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
券
に
係
る
銀
行
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日

本
政
策
投
資
銀
行
法
施
行
令
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

三
十
六
条
及
び
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
一
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
九
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
二
条

既
登
録
社
債
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
三
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
債
に
係
る
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
債
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
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が
準
用
さ
れ
る
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
債
券
に
係
る
機
構
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
五
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
債
券
に
係
る
機
構
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
六
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
債
券
に
係
る
機
構
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
七
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定
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が
準
用
さ
れ
る
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
債
券
に
係
る
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、

第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
八
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
雇
用
・
能
力
開
発
債
券
に
係
る
雇
用
・
能
力
開
発
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
九
条

証
券
市
場
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
社
債
等
登
録
法
の
規
定

が
準
用
さ
れ
る
日
本
学
生
支
援
債
券
に
係
る
日
本
学
生
支
援
債
券
原
簿
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


